
令和8年度税制改正については、令和7年12月19
日に「令和8年度税制改正大綱」が与党にて決定され、
同年12月26日に「令和8年度税制改正の大綱」（以
下、政府大綱）が閣議決定された。そして、令和8年
3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律案」
が成立した。
本稿においては、令和8年度税制改正における国税

の改正事項を中心に説明する。なお、文中意見等にわ
たる部分は、筆者の個人的見解である。

１． 令和8年度税制改正の基本的 
考え方等

令和8年度税制改正においては、物価高への対応の
観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き
上げたほか、就業調整に対応するとともに、中低所得
者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで
特例的に先取りして引き上げた。「強い経済」の実現
に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた
税制措置を創設したほか、租税特別措置の適正化の観
点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強
化等を行った。税負担の公平性を確保する観点から、
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見
直し等を行った。また、グローバル・ミニマム課税の
見直しや防衛特別所得税の創設等を行った。具体的な
改正内容等は、2．～8．のとおりである。

２．物価高への対応
（１）物価上昇局面における基礎控除等の対応
（ア） 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕

組みの創設
所得税については、基礎控除の額が定額であること
により、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少
し、結果として、実質的な税負担が増加するという課
題がある。こうした課題に対応していくため、今後、
次のような基本的考え方に基づいて基礎控除等を適時
に見直すこととした（資料1）。
・�　基礎控除の本則部分については、見直し前の控除
額に、税制改正時における直近2年間の消費者物価
指数（総合）の上昇率を乗ずることで調整する。
・�　給与所得控除の最低保障額についても、基礎控除
の本則と同様の措置を講ずる。
・�　源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、見直しの
結果、控除額に端数が生ずる場合には万円単位で調
整するとともに、見直し初年は、月次の源泉徴収等
では対応せず年末調整からの対応とする。
令和8年度税制改正においては、令和8年・9年分
所得に適用される控除額として、令和5年10月から令
和7年10月までの2年間の消費者物価指数（総合）の
上昇率6.0％を踏まえ、基礎控除の本則については改正
前58万円を62万円に、給与所得控除の最低保障額に
ついては改正前65万円を69万円にそれぞれ引き上げた。
なお、「令和8年度税制改正大綱」において、「これら
の引上げは、物価調整を行うものであることを踏まえ、特
段の財源確保措置を要しないこととする」とされている。
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（イ）「三党合意」を踏まえた更なる対応
令和7年度税制改正において恒久的な制度として措

置された基礎控除の特例は、今後も生活保護基準額を
勘案して見直していくことを基本とする。その上で、令
和8年度税制改正においては、就業調整に対応すると
ともに、物価上昇の中で足元厳しい状況にある中低所
得者に配慮して、課税最低限を昨年12月11日の自由民
主党・公明党・国民民主党による三党合意の趣旨を踏
まえた「178万円」に先取りして引き上げた（資料2）。
具体的には、上記（ア）による基礎控除等の引上げ

後の課税最低限168万円と「178万円」との差である
10万円について、
・�　基礎控除の特例のうち改正前37万円を5万円引
き上げるとともに、対象者も給与収入200万円相当
までから475万円相当までに拡大した。

・�　給与所得控除の最低保障額も同様に5万円引き上
げた。
さらに、給与収入475万円相当から665万円相当

までを対象としている改正前10万円の基礎控除の特
例を32万円引き上げた。

この（イ）の引上げは、物価高で厳しい状況にある
中低所得者に配慮したものであることや、給付付き税
額控除の議論の中で中低所得者層の給付・負担のあり
方を検討していくことを踏まえ、令和7年度改正にお
いて時限措置とされた基礎控除の特例を含め、令和8
年・9年の時限措置として講じた。
なお、今後、生活保護基準額が178万円に達するま
では、課税最低限178万円を維持しつつ、上記（ア）
の物価連動による基礎控除の本則部分と給与所得控除
の最低保障額の引上げに応じて、同額を特例措置から
それぞれ振り替えていくこととする。
以上（ア）及び（イ）については、令和8年分の所
得税から適用することとし、令和8年分所得への適用
は、源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、年末調整
からとする。
これらにより、全ての納税者の「所得税の負担開始
水準」（「基礎控除」及び「給与所得控除」の合計額）
は178万円以上となった。

資料1

基礎控除の物価に連動した引上げルール

62

【見直しルールの基本的考え方】
➢基礎控除の本則（改正前58万円）：見直し前の控除額に、税制改正時における直近２年間のCPI（総合）上昇率を乗ずることで
調整。当年の年末調整から適用開始（Ｘ年度税制改正の内容はＸ年の年末調整から）。

➢給与所得控除の最低保障額（改正前65万円）：基礎控除と同様。
※源泉徴収義務者の事務負担に配慮し、見直しの結果、控除額に端数が生ずる場合には万円単位とするとともに、見直し初年
は年末調整で対応する。
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※CPI（総合）の上昇率について、 「令和７年」とは、Ｒ５.11-Ｒ６.10平均～Ｒ６.11-Ｒ７.10平均の上昇率を意味する。

令和８年度税制改正では、
⚫ 令和７年の控除額58万円に、令和６・７年のCPI（総合）の上昇率
を乗ずることで、Ｒ８・９年分所得に適用される控除額を算出

【令和８年度税制改正】 【令和10年度税制改正】

令和10年度税制改正では、
⚫ 令和８・９年の控除額62万円に、令和８・９年のCPI（総合）の上
昇率を乗ずることで、Ｒ10・11年分所得に適用される控除額を算出
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（２）税制上の基準額の点検・見直し
物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれ

たままの基準額について、省庁横断的・網羅的に行っ
た点検の結果をもとに、見直しを行い、食事支給やマ
イカー通勤の通勤手当に係る所得税非課税限度額、中
小企業者等が取得時に全額損金算入できる減価償却資
産の取得価額、厚生農業協同組合連合会が行う医療保
健業における差額ベッド料金等の基準額を引き上げ
た。その他の基準額も含め、税制上の基準額について
は、今後とも各措置の期限到来時や各年度の税制改正
の中で、適時に必要な見直しを検討する。

３．「強い経済」の実現に向けた対応
（１）成長投資拡大に向けた環境整備
（ア）大胆な設備投資の促進に向けた税制措置
国内における高付加価値の設備投資を促進する観点

から、大胆な設備投資の促進に向けた税制を創設し
た。具体的には、全ての業種を対象とし、既存の税制
では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投

資を推進する（建物を含め、投資下限額35億円以上
（中小企業者等については5億円以上）及びROI水準
15％の高い基準を満たす設備投資に対し、即時償却
又は高い税額控除率を適用する。）。
また、輸出入取引に係る条件の著しい変化など事業

環境の急激な変化による影響への対応を行うための計
画の認定を受けた事業者については、最大3年間の繰
越税額控除を可能とした（資料3）。

（イ）研究開発税制の拡充
国家戦略として重要な技術領域への企業の研究開発

を促す観点から、研究開発税制において、新たに「戦
略技術領域型」を創設し、産業技術力強化法の重点産
業技術（AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、
バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇
宙）に係る試験研究費について、既存の措置と別枠の
税額控除率・控除上限を設定した。あわせて、当該技
術に係る認定を受けた研究開発機関と企業の共同・委
託研究についても同様に高い税額控除率を設けた。さ
らに、これらについて3年間の繰越税額控除を設ける

資料2
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など、制度を抜本的に強化した。
また、試験研究費を増加させるインセンティブを更

に強化する観点から、一般型の控除率カーブ及び控除
上限の変動措置について見直しを行った。このほか、
海外への委託研究について、国内での試験研究に馴染
まない海外での治験に配慮しつつ、諸外国と同様、一
定の制限を設けることとした（資料4）。

（ウ）住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除については、適用期限を5年間延長

した上で、所要の見直しを行った。
具体的には、既存住宅のうち省エネ性能の高い認定

住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額を引き
上げるとともに、子育て世帯等への上乗せ措置の対象
を省エネ基準適合以上の既存住宅にも拡充した。省エ
ネ基準適合以上の既存住宅の控除期間を13年間に拡
充し、省エネ性能の高い住宅の取得を後押しする。他
方、令和12年度以降、新築等が認められなくなる予
定の省エネ基準適合住宅は、新築住宅・既存住宅とも
に借入限度額を見直した上で、新築住宅は令和10年

以降は適用対象外とした。
世帯規模の変化を踏まえた対応として、床面積要件
について、40m2に緩和されている特例の適用範囲を、
既存住宅にも拡充した。子育て世帯等で、本特例を利
用しない場合には、借入限度額の上乗せ措置を利用で
きることとした。
安全・安心な住まいの実現の観点から、土砂災害な

どの災害レッドゾーンでの新築（建替えを除く。）は
適用対象外とした。災害イエローゾーンも含めた立地
要件のあり方については、災害ハザードエリアの指定
状況も踏まえ、引き続き検討する（資料5）。

（２）租税特別措置等の見直し・適正化
租税特別措置等は、特定の政策目的の実現に有効な

政策手段となりうる一方で、税負担の歪みを生じさせ
る面があり、税制の「公平・中立・簡素」という基本
原則に鑑み、真に必要なものに限定していくことが極
めて重要である。
このような基本的な考え方の下、賃上げ促進税制に

ついては、大企業向け措置は適用期限を待たずに廃止

資料3

大胆な設備投資促進税制の創設

対象業種

○ 危機管理投資・成長投資による「強い経済」を実現するため、国内における大規模かつ高付加価値の設備投資を促
進する観点から、大胆な設備投資の促進に向けた税制（特定生産性向上設備等投資促進税制）を創設する。

全ての業種を対象。

対象資産

既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を推進する観点から、産業競争力強化法の確認手続きを経た設
備投資計画に基づき取得した設備等を対象。

措置内容

➢ 即時償却又は税額控除率７％（建物、建物附属設備、構築物は４％）
※ 控除上限：法人税額の20％

➢ 事業環境の急激な変化による影響への対応（繰越税額控除）
※ 輸出入取引にかかる条件の著しい変化など事業環境の急激な変化による影響への対応を行うための計画の認定を受けた事業者について、最
大３年間の繰越が可能。

措置期間 令和11年３月31日までの間に設備投資計画につき産業競争力強化法の確認を受けた者が、その確認を受けた日から５年を経過す
る日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備等を対象。

他の設備投資
税制の適用

本措置の適用を受ける場合、投資計画期間中は地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制及びカーボンニュートラルに向け
た投資促進税制の設備投資税制は適用しない。
また、戦略分野国内生産促進税制の控除上限となる生産設備の額から、本措置の適用を受けた資産の取得価額を除くこととする。

● 生産等に必要な以下の設備等
① 機械装置 １台又は１基の取得価額が160万円以上のもの
② 工具及び器具備品 それぞれ１台又は１基の取得価額が120万円以上のもの（それぞれ１台又は１基の取得価額が40万円以
上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。）

③ 建物 一の取得価額が1,000万円以上のもの
④ 建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの（建物附属設備については、一の取得価額が60万円
以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。）

⑤ ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの
● 投資下限額：35億円以上（中小企業者等については５億円以上）
● ROI水準：15％以上
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資料4

○ ＡＩ・量子・バイオ等、国家としての戦略技術分野の試験研究を促進する観点から、新たに「戦略技術領域型」を創設し40％の控除
率を設定。また、当該分野にかかる認定研究開発機関との共同・委託研究について、より高い控除率（50％）を設定。

○ EBPMの観点から、データに基づく分析や専門家による指摘を踏まえ、企業が試験研究費を増加させるインセンティブを強化するため控除
率等の見直し。

○ 海外への委託研究費について、国内の研究人材や研究開発拠点の維持・強化の観点から、諸外国と同様、一定の制限を設ける。
※令和8年4月1日以降、海外治験を除き7割に制限し、段階的に5割まで引下げ。

研究開発税制の見直し

時限措置（一般型）
（～R11.3.31）

30％減 0％ 15％増
約21%増

約25%増

（控除率）

14%

11.5%

8.5%

12%

時限措置（中小型）
（～R11.3.31）

中小企業技術
基盤強化税制

一般型

0%

試験研究費割合に応じ
0～10％の上乗せ

オープンイノベーション型 法人税額の10％

〔最大50％〕 〔最大55％〕

〔最大70％〕
15％の上乗せ

（ベンチャー特例）

原則 法人税額の25％

試験研究費割合に応じ
0～10％の上乗せ 一

般
型

増減試験研究費割合に応じ
±5％で変動

変動措置 上乗措置

※ 中小法人の場合の控除上限は、上記の上乗措置と増減試験研究費割合が12％超の場合に10％
上乗せできる措置とのうち高い措置を適用

・ 戦略技術領域型の創設（控除率40％）
・ 戦略技術領域にかかる認定研究開発機関との共同・委託研究について、50％の控除率を
設定。

・ 繰越控除制度（３年）を導入。
※ 控除上限は、既存の措置と別枠で法人税額の10％。
※ 産業技術力強化法改正法の施行の日以降の認定計画にかかる試験研究が対象。

・ 企業が試験研究費を増加させるインセンティブを強化するため控除率等の見直し（令和9年
4月1日以降）。

・ 中小企業者等について繰越控除制度（３年間）を導入（令和8年4月1日以降）。
・ 控除率カーブ・控除上限にかかる時限措置について、令和11年3月31日まで延長。

＜戦略技術領域型（重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除）＞

（増減試験研究費割合）

特別試験研究費 相手方 控除率

共同試験研究
・

委託試験研究

特別研究機関等・大学等 30％
研究開発型スタートアップ等 25％
民間企業、技術研究組合 20％

知的財産権の使用料 中小企業者 20％
希少疾病用医薬品・特定用途医薬品等に関する試験研究 20％
高度研究人材の活用に関する試験研究 20%

＜オープンイノベーション型＞
・ 高度研究人材の活用について、学位の授与から５年
未満の者を採用した場合、採用から５年間適用可能
とする等の見直しを行う。

・ その他所要の措置を講じる。

＜一般型・中小企業技術基盤強化税制＞

＜控除上限＞

10%減 3％
12%増

改正前（一般型）
（R8.4.1～）

改正後（一般型）
（R9.4.1～）

戦略技術領域型 法人税額の10％

資料5

（注１） 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
（注２） 令和９年12月31日以前に建築確認を受けた場合又は令和10年６月30日以前に建築された場合に限り、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年とする。
（注３） 開発・建築行為に規制が講じられている、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域（都市再生法に基づく

勧告に従わないものとして公表の対象となった区域のみ）。
（注４） 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の５％（最高9.75万円）の範囲内で個人住民税から控除する。

住宅ローン控除の見直し

新築住宅・買取再販住宅 既存住宅

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

ZEH水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

※新築住宅は、
令和10年以降、
適用対象外（注２）

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

ZEH水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

その他の住宅

借入限度額 4,500万円 3,500万円 22,,000000万万円円 33,,550000万万円円 22,,000000万万円円
2,000万円

（子育て世帯等） 5,000万円 4,500万円 33,,000000万万円円 44,,550000万万円円 33,,000000万万円円

控除期間 1133  年年 10 年

控除率 0.7 ％

床面積要件 50 ㎡以上
※※ 合合計計所所得得金金額額11,,000000万万円円以以下下のの場場合合ににはは、、4400㎡㎡以以上上もも可可（子育て世帯等への上乗せ措置との選択適用）

立地要件
（令和10年以降入居分から）

土砂災害などの災害レッドゾーン（注３）の新築（建替え除く）は適用対象外（既存住宅等は適用対象）

所得要件 合計所得金額2,000万円以下

○ 適用期限を令和12年入居分まで５年間延長する。

差差しし替替ええ
（（案案取取れれ））
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した。中堅企業向け措置については、令和8年度にお
いてはより高い賃上げを促す方向で要件を強化しつつ
継続し、適用期限をもって廃止する一方、中小企業向
け措置については、人材獲得競争の中で防衛的賃上げ
に取り組む企業にも配慮し、令和8年度は現行制度を
維持することとし、期限到来時に適用状況等を踏ま
え、必要な見直しを検討する。教育訓練費を増加させ
た場合の上乗せ要件については、教育訓練費の増加額
を税額控除額が上回る場合があるという会計検査院の
指摘を踏まえ、廃止した（資料6）。
研究開発税制については、EBPMの観点から、デー

タに基づく分析を踏まえ、企業が試験研究費を増加さ
せるインセンティブを更に強化した。一般型の控除率
カーブ及び控除上限の変動措置について、近年の物価
上昇等の状況も踏まえ、控除率の上限は維持しつつ、
試験研究費の増加を促す観点から所要の見直しを行っ
た。また、税制の対象となる試験研究の範囲に関し、
科学技術創造立国実現の礎となる、国内の研究人材や
研究開発拠点の維持・強化の観点から、海外への委託
研究について、諸外国と同様、一定の制限（令和8年

度：70％、令和9年度：60％、令和10年度：50％）
を設けた（ただし、国内での試験研究に馴染まない海
外での治験については制限の対象外とする。）。

（３）資産形成の促進に向けた取組みの拡充
NISAについては、次世代の資産形成を支援する観

点から、金融経済教育を更に充実することと併せて、
つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで拡充した。その
際、格差の固定化につながらないよう配慮しつつ、長
期・安定的な投資を通じて、大学進学等、成人後のラ
イフイベントに伴う必要資金を備えられるよう、口座
保有者である子が0～17歳の間については、年間投資
枠は60万円、非課税保有限度額は600万円とした。
また、子の年齢が12歳以降、子の同意を得た場合の
み、親権者等による払出しを可能とした。子の年齢が
18歳に達した際、年間投資枠等について、18歳以上
向けの制度に移行するものとした（資料7）。

資料6

賃上げ促進税制の見直し

廃止

※ 控除上限：当期の法人税額の20％
※ 中小企業向け措置については、5年間の繰
越控除が適用可能

基準
見直し

継続雇用者
給与総額 控除率

＋4％ 10％
＋5％ 15％
＋6％ 25%

教育訓練費に係る上乗せ措置の廃止

継続雇用者
給与総額 控除率
＋3％ 10％
＋4％ 15％
＋5％ 20％
＋7％ 25％

継続雇用者
給与総額 控除率
＋3％ 10％
＋4％ 25％

全雇用者
給与総額 控除率
＋1.5％ 15％
＋2.5％ 30％

中堅企業向け

大企業向け

中小企業向け

○ 足元の賃上げの状況のほか、内部留保・現預金等が積み上がる中、コーポレートガバナンス改革に基づく人的投資促進の要請や、中小企業の人手不足感
が大企業よりも強い状況も踏まえ、大企業向けの措置を適用期限（令和８年度末）を待たずに令和７年度末をもって廃止。

○ 中堅企業向けの措置は、物価を上回る安定的な賃上げに向け、適切なインセンティブ機能を発揮する観点から要件を見直し、適用期限をもって廃止。
○ 教育訓練費にかかる上乗せ措置については、教育訓練費の増加額を控除額が上回るという会計検査院の指摘も踏まえ、令和７年度末をもって廃止。

中堅企業向け

中小企業向け

※発行済株式の５０％を超える数の株
式を直接・間接に有する（支配関係
がある）他の法人との合計で常時使
用する従業員数が10,000人を超える
法人は中堅企業向け措置の対象外

廃止

R8年度 R9年度

期限到来時
に適用状況
を踏まえ
必要な見直
しを検討

※ 子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措
置（＋5％）は維持。

中堅企業
（従業員2,000人以下）

中小企業
約293万社

（全体の99％）

資本金
１億円

大法人
2.9万社

（全体の１％）

大企業

現行制度維持

大企業向け
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４．税負担の公平の確保に向けた是正
（１）極めて高い所得の負担の見直し
令和5年度税制改正で導入した極めて高い水準の所

得に対する負担の適正化に係る措置について、税負担
の公平性の確保を図る観点から、見直しを行った。具
体的には、追加の税負担を計算する基礎となる基準所
得金額（給与・事業所得、株式等の譲渡所得、土地建
物の譲渡所得、その他の各種所得を合算した所得金
額）から控除する特別控除額（改正前3.3億円）を
1.65億円に引き下げ、税率（改正前22.5％）を30％
に引き上げた。
本見直しは、令和9年分の所得税から適用する（資

料8）。

（２） 国境を越えた電子商取引に係る消費税の
適正化

物品販売に係る国境を越えた電子商取引の市場が拡
大する中、少額輸入貨物に対する免税制度による競争
上の不均衡や国外事業者による無申告といった課題が

顕在化している。こうした課題に対し、諸外国と同
様、少額輸入貨物に対する免税制度の対象となる取引
について、その販売者に消費税の納税義務を課す制度
を導入するとともに、プラットフォーム事業者に物品
販売に係る納税義務を転換する制度を導入すること
で、国内外の事業者間の競争条件の公平性と適正な課
税の確保を図ることとした。

５．自動車関係諸税の総合的な見直し
自動車重量税のエコカー減税については、2030年の
次世代自動車（電動車、クリーンディーゼル車等）に
関する政府目標や2035年までに乗用車の新車販売に占
める電動車の割合を100％とすることを目指す政府目
標を踏まえ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、
減免区分の基準となる燃費基準の達成度を引き上げた
上で2年延長した。その際、令和9年5月の引上げに際
しては、激変緩和措置を講ずることとした（資料9）。
また、「令和8年度税制改正大綱」において、「利用
段階における異なる動力源（パワートレイン）間の税

資料7

ＮＩＳＡのつみたて投資枠の拡充

（令和９年～）

○ 次世代の資産形成を促進し、長期・安定的な投資を通じて、大学進学等、成人後のライフイベントに伴う必要資
金を備えられるよう、つみたて投資枠の対象年齢を拡充し、年間投資枠及び非課税保有限度額を設定する。

○ 12歳以降において、子の同意を得た場合にのみ、親権者等による払出しを可能とする。

つみたて投資枠 成長投資枠

対象年齢 0～17歳

年間投資枠 60 万円 120 万円 240 万円

非課税保有
限度額 600 万円

1,200 万円（内数）

投資対象商品
積立・分散投資に適した

一定の公募等株式投資信託
※つみたて投資枠と同一

積立・分散投資に適した
一定の公募等株式投資信託 上場株式・

公募等株式投資信託等

投資方法・
運用管理

・契約に基づき、定期かつ継続的な
方法で投資。
・一定の要件※の下、12歳以降は
払出しが可。

・契約に基づき、定期かつ継続的な
方法で投資 ・制限なし

自動的に
移行

商品性について内閣総理大臣が告示で
定める要件を満たしたものに限る

18歳以上

1,800 万円

※資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等（口座管理者）が申出書を金融機関に提出する。

251209
修正
案取れ
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資料8

課税実績に当てはめた場合に、
追加負担が生じる平均的な所得水準

改正前
①通常の所得税額
② （合計所得金額※ －特別控除額（３．３億円）） × ２２．５％

②②がが①①をを上上回回るる場場合合にに限限りり、、差差額額分分をを申申告告納納税税

※ 株式の譲渡所得のみならず、土地建物の譲渡所得や給与・事業所得、その他の各種所得を合算した金額。
※ スタートアップ再投資やNISA関連の非課税所得は対象外であるほか、政策的な観点から設けられている特別控除後の金額。

【【見見直直ししののイイメメーージジ】】

22.5％

15％

（所得税負担率）

30億円程度 （合計所得金額）

極めて高い水準の所得に対する負担の見直し

○ 税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置を見直す。（令和９年分の所得から適用）

改正後
①通常の所得税額
② （合計所得金額※ － 特別控除額（１１．．６６５５億億円円）） × ３３００％％

②②がが①①をを上上回回るる場場合合にに限限りり、、差差額額分分をを申申告告納納税税

30％

3.4億円程度

６億円程度

税率の引上げ

特別控除額の引下げ

251213

10億円程度１．６５億円 3.3億円

実際の申告実績データ

所得全てが分離課税（15％）の場合の追加負担（年間所得約3.4億円〜）

実際の申告実績データに当てはめた場合の追加負担（年間所得約６億円〜）

案取れ

資料9

自動車重量税のエコカー減税の見直し（乗用車）

○ 2035年までに新車販売に占める電動車（EV・FCV・PHV・HV）の割合を100％とすることを目指す政府目標等を踏まえ、
電動車の一層の普及促進を図る観点から、減免区分の基準となる2030年度燃費基準の達成度を引き上げた上で２年延長する。
○ エコカー減税適用対象となる達成度の下限（▲25%軽減）について、１年間は改正前の80％達成で据え置きつつ、令和９年
５月から85％達成に引き上げる。この引上げにより適用対象外となる80％達成車については、激変緩和の観点から、１年間に
限り経過措置として本則税率を適用する。（なお、75％達成車に改正前の経過措置は期限どおり終了）
○ 免税及び▲50％軽減の対象となる達成度についても５％ずつ引き上げるとともに、2030年度燃費基準達成へのインセンティ
ブを確保する観点から、100％達成車を新たに設ける▲75％軽減の対象とする。

（注１）EV・FCV・PHV・CNGとは、それぞれ電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車を指す。
（注２）ガソリン車・LPG車・ディーゼル車の減免対象は、一定の排ガス基準を満たす2020年度燃費基準達成車に限る。
（注３）上記基準の見直しに伴い、エコカー減税の適用対象車と同等の燃費性能を有する一定の自動車に適用される本則税率の適用範囲も見直しを行う。
（注４）バス・トラックについても、燃費基準達成度の引上げ等の見直しを行う。

車種 減免区分 要件
(2030年度燃費基準達成度)

EV・FCV・
PHV・CNG ２回免税 達成度要件なし

ガソリン車・
LPG車・
ディーゼル車

２回免税 2030年度燃費基準
125%達成～

初回免税 〃
100%達成～

初回
▲50%軽減

〃
90%達成～

初回
▲25%軽減

〃
80%達成～

本則税率
（経過措置）

〃
75%達成～

車種 減免区分
要件(2030年度燃費基準達成度)

R8.5.1～R9.4.30 R9.5.1～R10.4.30
EV・FCV・
PHV・CNG ２回免税 達成度要件なし

ガソリン車・
LPG車・
ディーゼル車

２回免税 2030年度燃費基準
125%達成～

初回免税 〃
105%達成～

初回
▲75%軽減

〃
100%達成～

初回
▲50%軽減

〃
95%達成～

初回
▲25%軽減

〃
80%達成～

〃
85%達成～

本則税率
（経過措置）

〃
80%達成～

【改正前】（R7.5.1～R8.4.30） 【改正後】（R8.5.1～R10.4.30）

本則税率適用は、
期限（R10.4.30）
までの経過措置

差し替え
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負担の公平性を早期に実現する観点から、技術面及び
執行面においてより公平な課税・徴収が可能となるま
での間、道路への負荷等が重量に応じて大きくなるこ
とや自動車関係諸税全体の整合性も考慮し、自家用の
乗用自動車（二輪の小型自動車を除く。）のうち電気
自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、
車両重量に応じた一定の負担を求める」こと及びその
具体的な仕組みが記載されており、令和9年度税制改
正において具体的な税率を検討し、結論を得て法制化
することとされている。
なお、地方税関係の措置として、自動車税及び軽自

動車税の環境性能割の廃止並びに令和7年11月5日
の与野党6党合意に基づく軽油引取税の当分の間税率
の廃止が行われた。

６．国際課税
グローバル・ミニマム課税（「第2の柱」）は、各国

の法人税引下げ競争に歯止めをかけ、企業間の公平な
競争環境を整備するため、多国籍企業に対して各国ご
とに最低税率15％以上の課税を確保する仕組みであ
り、BEPS（Base Erosion and Profit Shifting：税源
浸食と利益移転）プロジェクトの一環として、令和3
年に約140カ国・地域が参加するOECD／G20「BEPS
包摂的枠組み」において合意され、わが国としても法
制化した（資料10）。
その上で、国際課税システムの安定化等の観点か

ら、グローバル・ミニマム課税と、独自のミニマム課
税制度を有する米国を含む一定の要件を満たす国の制
度との共存等について、令和7年6月以降「BEPS包
摂的枠組み」において交渉が行われ、令和8年1月5
日に合意が成立したことから、当該合意に則り、令和
8年度税制改正において、以下のとおりわが国制度の
見直しを行うこととした（資料11）。
・�　一定のミニマム課税制度を有する等の要件を満た
す国（いわゆる共存適格国）に最終親会社が所在す
る多国籍企業グループについて、グローバル・ミニ
マム課税の所得合算ルール（IIR）及び軽課税所得
ルール（UTPR）の適用を免除する（注）。

・�　投資の促進に係る一定の税額控除等について、実
効税率の計算上、一定の範囲内で税額に加算するこ

とを認める（注）。
・�　実効税率の計算の簡素化に係る経過措置につい
て、適用期限を令和9年末まで1年延長する。
（注）�令和8年1月1日以後に開始する会計年度から

適用

７．その他の税制上の諸課題
（１）インボイス制度導入に伴う経過措置
新たにインボイス発行事業者となった小規模事業者
の税額控除に関する経過措置（いわゆる「2割特例」）
の終了後は、簡易課税制度への移行が原則となるが、
インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮がよ
り必要と考えられる個人事業者については、課税事業
者を選択してインボイス発行事業者になっている場合
には、これまで2割特例の対象となっている個人事業
者も含め、その納税額を売上税額の3割とすることが
できる経過措置を2年に限り講じた（資料12）。
免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関
する経過措置（いわゆる「8割控除」）については、
段階的に縮減することとするが、インボイス制度の影
響を受ける小規模な国内事業者への配慮として更なる
激変緩和を図る観点から、その最終的な適用期限を2
年延長した上で、控除ができる割合については、令和
8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令
和12年10月からは3割と段階的に縮減していき、令
和13年9月末をもってその適用を終了する。あわせ
て、本経過措置が租税回避等にも利用されていること
を踏まえ、その防止を図る観点から、その課税期間に
おける一の免税事業者等からの課税仕入れのうち本経
過措置の対象とできる上限額を、改正前の10億円か
ら1億円に引き下げる（資料13）。

（２）高校生の扶養控除
高校生の扶養控除については、「令和8年度税制改
正大綱」において以下のとおり整理されている。
「個人所得課税においては、わが国の経済社会の構
造変化を踏まえ、引き続き、格差の是正及び所得再分
配機能の適切な発揮、働き方に対する中立性の確保、
子育て世帯の負担への配慮といった観点から、児童手
当制度や高校無償化、奨学金制度等の歳出面を含めた
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資料10

○ 年間総収入金額が7.5億ユーロ（約1,369億円）以上の多国籍企業が対象。一定の適用除外を除く所
得について各国ごとに最低税率15％以上の課税を確保する仕組み。
※ 最低税率15％は、法人所得に対する税率（国税・地方税）。

同一グループ関連企業

同一グループ関連企業

≪高税率国≫

子子会会社社等等

親親会会社社
子子会会社社等等

税務当局

親親会会社社等等
関関連連企企業業

税務当局

≪軽税率国（税率15％未満）≫
所得合算ルール（IIIIRR))

軽課税所得ルール（UUTTPPRR))

子会社等の税負担が
最低税率（15％）に至るまで課税

親会社等の税負担が
最低税率（15％）に至るまで課税

同一グループ関連企業
税務当局

国内ミニマム課税（QQDDMMTTTT))

※ 日本では2024年4月より施行（注）。

税務当局

自国に所在する事業体の税負担が
最低税率（15％）に至るまで課税

第２の柱（グローバル・ミニマム課税）

※QDMTTが導入された国に対しては、
IIR・UTPRの課税は行われない。

令
和
7
年
度
改
正
に
て
創
設

260105為替レート更新
2025年12月平均レート1ユー
ロ＝182.50円

P２、国内法

※ 日本では2026年4月より施行（注）。

※ 日本では2026年4月より施行（注）。

（注１）申告期限は対象会計年度の終了から１年３月後（ただし、初回に限り１年６月後）。
（注２）IIR: Income Inclusion Rule, UTPR: Undertaxed Profits Rule, QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax

250822
夏財研レク
資料

251024
片山大臣レクに
向けて更新

資料11

グローバル・ミニマム課税と米国等の税制との共存に係る国際合意（令和８年１月）（概要）

- 共存システム
➢ 共存適格国に最終親会社が所在する多国籍企業グループには所得合算ルール(IIR)と軽課税所得ルール(UTPR)の適用免除

※ 共存適格国：米国（’26.1.1-）；今後、適格国の追加の可能性
※ 国内ミニマム課税（QDMTT）は共存適格国の税制に優先

- 税額控除等：投資促進のための一定の税額控除等（設備投資・試験研究等）について実効税率計算における影響を緩和
（注）グローバル・ミニマム課税は、多国籍企業に対して各国ごとに実効税率15％以上の課税を確保する仕組み

- 簡素化（実効税率計算）：既存の経過措置の延長（～’26 → ～’27）、恒久的措置の導入（’27～）
※ 民間企業団体とも対話の上、調整項目を大幅に削減。

＜ 共存システム＞ ＜ 税額控除等＞
• 投資促進のための一定の税額控除等を、
実効税率計算上、分子（税額）に足し戻
して調整

• 上限：給与又は減価償却費の5.5%、
あるいは有形資産簿価の1%

実効税率

一定の税額
控除等を足

し戻し
一国における
対象税額

一国における所得
＝

国内課税要件
・法人税率20%以上
・国内ミニマム税15%以上

等

国外課税要件（全世界所得課税）
・包括的な外国子会社合算税制（CFC税制）
・厳格な外国税額控除

等

最終親会社
（共存適格国）

中間親会社
（X国）

孫会社
（Y国）

IIR

UTPR

QDMTT
CFC税制

1/28 最新版に差し替え
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資料12

いわゆる２割特例については、インボイス制度の定着をより確実なものとする観点から、以下のとおり見直す。
事務負担への配慮がより必要と考えられる個人事業者については、インボイス制度を踏まえて課税転換している場合には、これまで
２割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の３割とする（仕入割合を７割とみなす）ことができる経過
措置をさらに２年に限り講ずる。
（参考）令和９・10年分申告において利用可能。

インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置（いわゆる２割特例）の見直し

（注１）上記の３割特例を利用しない個人事業者や法人については、２割特例終了後も、業種ごとの実態を踏まえて設定されたみなし仕入率を用いる簡易課税制
度に移行することで、２割特例と実質的に同様の計算・申告方法により確定申告書の作成が可能。

（注２）インボイス制度とは関係なく基準期間の課税売上高等に基づき課税事業者となる課税期間については、２割特例と同様、上記の３割特例は利用できない。

（注３）２割特例又は３割特例から簡易課税制度への円滑な移行を確保する観点から、２割特例等の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度に移行
する場合には、確定申告期限までに必要な手続きをすればよいこととする。

インボイス制度を踏まえて課税転換している個人事業者に関する簡易な申告方法の適用イメージ

R７

２割特例が利用可能

R11～R10R９R８

簡易課税が利用可能

２割特例が利用可能 簡易課税が利用可能３割特例が利用可能
【改正後】

※ インボイス制度開始後に課税事業者となった小規模事業者等が意図せず消費税を滞納すること等がないよう、今後、適正な納税を促す方策について検討を行う。

※これまで２割特例を利用していた
個人事業者も引き続き利用可能。

案トレ（クリーン）

改 正 前

改 正 後

資料13

○ 控除可能割合の特例について、以下の点を踏まえ、段階的に縮減する方向性は確保しつつ、インボイス制度の影響を受ける小規模
な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点から、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げペース・幅を見直す
（令和８年10月から７割、令和10年10月から５割、令和12年10月から３割（令和13年９月末まで））。
・ 消費者が事業者に支払った消費税相当分の一部が、本経過措置により、納税されずに事業者の収入になっている。
・ 本経過措置が小規模な国内事業者以外からの仕入れにも適用され、租税回避等にも利用されている。

○ 濫用防止を図る観点から、１免税事業者ごとの仕入れに係る年間適用上限額について１億円に引き下げる（改正前10億円）。
（参考）課税の累積が生じない免税事業者からの仕入れについては、本来、仕入税額控除の対象とされず、諸外国での例も確認されていないが、インボ

イス制度の円滑な導入・定着を図る観点から本経過措置は設けられている。

免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し

R5.10

R6 R7 R8 R9 R10 R11

R8.10 R11.10R10.10

80％

100％

50％

0％

R13.10

R13R12R5

２年［改正前の法律で規定されたスケジュール］

70％

30％

50％

R12.10

２年 １年
【改正後】

あわせて、本経過措置の濫用防止を図る観点から、
１免税事業者ごとの仕入れに係る年間適用上限額を１億円に引き下げる（改正前10億円）。
 ※ 上限額については、取引実態等を踏まえ、今後、更なる引下げについて検討する。
（注）令和８年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。

＋２年間

案トレ（クリーン）
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政策全体での対応も勘案しつつ、人的控除をはじめと
する各種控除のあり方について検討を行う。その際、
令和6年度税制改正以降、検討課題となっている高校
生年代の扶養控除の令和9年分の所得税及び令和10
年度分の個人住民税における取扱いについては現行制
度を維持する。その上で、児童手当の支給対象の高校
生年代までの拡充や高校無償化の所得制限の撤廃等の
歳出面での対応や、本扶養控除の見直しの方向性を踏
まえた住宅ローン控除や生命保険料控除の先行的な拡
充も念頭に、引き続き検討を進め、結論を得る。」

（３）ひとり親控除
ひとり親控除について、ひとり親の子育てにかかる

負担の状況を踏まえ、ひとり親控除の所得税の控除額
について、改正前の35万円を38万円に引き上げる。
本拡充は、令和9年分の所得税から適用する。

８． 揮発油税等の当分の間税率廃止を
はじめとした諸施策の実施に係る
財源確保

（１） 揮発油税等の当分の間税率廃止及びいわ
ゆる教育無償化に係る財源確保

揮発油税等の当分の間税率廃止及びいわゆる教育無
償化に係る財源確保については、「令和8年度税制改
正大綱」において以下のとおり整理されている。
「揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税の当分の
間税率廃止（以下、「当分の間税率廃止」という。）に
ついては、令和7年11月5日の与野党6党合意に示さ
れた方針の下、安定財源を確保する必要がある。
また、いわゆる教育無償化については、自由民主

党・公明党・日本維新の会の実務者がとりまとめた
『三党合意に基づく令和8年度以降の高校教育等の振
興方策について』（同年10月29日。以下、「高校教育
等の振興方策」という。）及び『学校給食費の抜本的
な負担軽減（いわゆる給食無償化）について』（同年
12月18日）において安定財源確保の方針を示すとと
もに、上記の合意を踏まえた令和7年末までに結論を
得ると決定された所要額に係る安定財源の確保につい
ては、同年10月31日に与党として、当分の間税率廃
止と合わせて検討を行う旨を確認している。
その上で、令和8年度税制改正では、政策効果等を

踏まえた租税特別措置の適正化、税負担の公平性の確
保の観点から、
（ア）賃上げ促進税制の見直し
（イ）�極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措

置の見直し
（ウ）�教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の廃止
等を行うこととしており、これらを通じて確保された
税収（注1）を当分の間税率廃止及びいわゆる教育無
償化に係る安定財源として充てるものとする（注2）。
（注1）�（ア）に伴う地方法人税等の税収や、（イ）の

現行制度の税収を含む。
（注2）（ウ）は高校教育等の振興方策の財源に充てる。
この結果、令和8年度税制改正により約1.2兆円

（平年度ベース）の財源が確保されることとなる。
これに加え歳出改革等の努力による財源捻出によっ

てもなお不足する財源については、与野党6党合意等
を踏まえ、道路関連インフラ保全の重要性、物価動向
等やCO2削減目標との関係にも留意しつつ、安定財
源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、
令和9年度税制改正において結論を得る。
地方の安定財源については、上記の税制措置による

地方増収分を活用するほか、具体的な方策を引き続き
検討し、令和9年度税制改正において結論を得る。
安定財源を確保するまでの間も、安易に国債発行に

頼らず、つなぎとして、税外収入等の一時財源を確保
して対応するとともに、地方の財政運営に支障が生じ
ないよう、地方財政措置において適切に対応する。」

（２）観光施策に必要となる財源の確保
観光立国の実現に向けた課題として、コロナ禍以

降、観光客が集中する一部の地域等では、過度の混雑
やマナー違反による地域住民の生活への影響等が生じ
ている一方、日本人出国者数は、コロナ禍前の水準を
未だ下回っている状況にある。こうした中、オーバー
ツーリズム対策の強化や地方誘客・需要分散の促進、
アウトバウンド施策の充実をはじめとした観光施策に
必要となる財源を確保するため、令和8年7月1日以
後の出国について、所要の経過措置を設けた上で、国
際観光旅客税の税率を改正前の出国1回につき1,000
円から3,000円へ引き上げる（資料14）。
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（３） 防衛力強化に係る財源確保のための税制
措置

わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的
な財源を確保する観点から、令和5年度税制改正大綱
等の基本的方向性を踏まえ、歳出改革等の努力を継続
しつつ、所得税額に対して税率1％の新たな付加税と
して、防衛特別所得税を課す。防衛特別所得税の課税
期間は、令和9年1月からとする。
併せて、現下の家計を取り巻く状況に配慮し、足下

で家計負担が増加しないよう復興特別所得税の税率を
1％引き下げる。同時に、復興事業の着実な実施に影響
を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する観
点から、課税期間を令和29年までの10年間延長する。

資料14

○○地地方方のの観観光光地地のの魅魅力力向向上上・・地地方方誘誘客客
・広域連携DMO等が中心となった観光地域づくり 等

○○地地方方部部へへのの交交通通ネネッットトワワーーククのの機機能能強強化化
    ・空港アクセス鉄道、国内航空、クルーズ船等の交通基盤の機能強化 等

○○過過度度のの混混雑雑対対策策
・円滑な出入国・通関等の環境整備 等

○○ママナナーー違違反反対対策策
・観光客へのマナー啓発など、マナー違反対策の強化 等

○○違違法法なな民民泊泊ササーービビススのの解解消消

国際観光旅客税の引上げ

○ オーバーツーリズム対策の強化やアウトバウンド施策の充実をはじめとした観光施策に必要となる
財源を確保するため、国際観光旅客税の税率を出国１回につき1,000円から3,000円へ引き上
げる。

○ 事業者の準備期間等を考慮し、令和８年７月１日以後の出国に適用する。
（注）令和８年７月１日より前に締結された一定の運送契約に基づく同日以後の出国は旧税率を適用。

１１．．オオーーババーーツツーーリリズズムム対対策策のの徹徹底底

イインンババウウンンドドのの受受入入れれとと住住民民生生活活のの質質のの確確保保ととのの両両立立
をを図図るるたためめのの個個別別課課題題へへのの対対応応

地地方方誘誘客客のの推推進進にによよるる特特定定のの都都市市・・地地域域へへのの
集集中中是是正正とと分分散散のの推推進進

○○安安全全安安心心なな海海外外旅旅行行環環境境のの整整備備 等

改正後改正前

２２．．日日本本人人出出国国者者へへのの配配慮慮

(注)別途、旅券法の改正を前提に、旅券手数料を引下げ予定。

※１ 国際観光旅客税引上げの効果が年間を通じて発現する令和９年度以降、上記のオーバーツーリズム対策やアウトバウンド施策の充実には、約2,000億円超の予算が必要と見込まれる。

※２ 2026年度の出国者数は、計約6,000万人の見込み。

3,000円／出国１回

（（参参考考））令令和和８８年年度度以以降降にに予予定定さされれてていいるる観観光光施施策策

1,000円／出国１回

差し替え
（案取れ）
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